
政
令
第
五
十
四
号

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
道
路

交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
九
十
条
の
二
第

一
項
た
だ
し
書
、
第
百
八
条
の
三
の
五
第
一
項
、
第
百
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
道

路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
原
動
機
付
自
転
車
」
を
「
一
般
原
動
機
付
自
転
車
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
第
五
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
ひ

ん
ぱ
ん
な
」
を
「
頻
繁
な
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
道
路
標
識
等

歩
道
及
び
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
こ
と
。

第
二
条
第
一
項
の
表
の
青
色
の
灯
火
の
項
第
二
号
中
「
、
原
動
機
付
自
転
車
」
を
「
、
一
般
原
動
機
付
自
転
車
（
法
第
十
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、
「
原
動
機
付
自
転
車
が
」
を
「
一
般
原
動
機



付
自
転
車
が
」
に
、
「
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
」
を
「
一
般
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
」
に
、
「
多
通
行
帯
道
路
等
通
行
原

動
機
付
自
転
車
」
を
「
多
通
行
帯
道
路
等
通
行
一
般
原
動
機
付
自
転
車
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
多
通
行
帯
道
路
等
通
行

原
動
機
付
自
転
車
」
を
「
多
通
行
帯
道
路
等
通
行
一
般
原
動
機
付
自
転
車
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
（
法
第
十
七
条
第
三

項
に
規
定
す
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に

改
め
、
同
表
の
赤
色
の
灯
火
の
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
多
通
行
帯
道
路
等
通
行
原
動
機
付
自
転
車
」
を
「
多
通
行
帯
道
路

等
通
行
一
般
原
動
機
付
自
転
車
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
」
に
改
め
、
同
表
の
人
の
形
の
記
号
を
有
す
る
青
色
の
灯
火
の

項
第
二
号
中
「
普
通
自
転
車
（
」
を
「
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
（
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
特
定

小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
普
通
自
転
車
（
」
に
改
め
、
同
表
の
人
の
形
の
記
号

を
有
す
る
青
色
の
灯
火
の
点
滅
の
項
第
二
号
及
び
人
の
形
の
記
号
を
有
す
る
赤
色
の
灯
火
の
項
第
二
号
中
「
と
す
る
」
の
下
に

「
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
」
を
加
え
、
同
表
の
青
色
の
灯
火
の
矢
印
の
項
中
「
多
通
行
帯
道
路
等
通
行
原
動
機

付
自
転
車
」
を
「
多
通
行
帯
道
路
等
通
行
一
般
原
動
機
付
自
転
車
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
及
び
」
を
「
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
自
転
車
」
を
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

及
び
自
転
車
」
に
改
め
る
。



第
二
十
六
条
の
三
の
三
第
一
項
中
「
第
七
十
一
条
の
四
第
三
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
四
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
七
十
一
条
の
四
第
四
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
四
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
十
一
条
の
四
第
五
項
」

を
「
第
七
十
一
条
の
四
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
七
十
一
条
の
四
第
六
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
四
第
七
項
」

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
六
第
一
号
の
表
中
「
第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
百
十
八
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
六
章
の
章
名
及
び
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
原
動
機
付
自
転
車
」
を
「
一
般
原
動
機
付
自
転
車
」
に
改
め

る
。第

三
十
三
条
の
五
の
三
第
三
項
第
一
号
中
「
原
動
機
付
自
転
車
」
を
「
一
般
原
動
機
付
自
転
車
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
原
動
機
付
自
転
車
に
」
を
「
一
般
原
動
機
付
自
転
車
に
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
中
「
第
三
号
（
」
を
「
第
五
号
（
」
に
、
「
第
四
号
若
し
く
は
」
を
「
第
六
号
若
し
く

は
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
危
険
行
為
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
百
八
条
の
三
の

五
」
を
「
第
百
八
条
の
三
の
五
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
七
条
の
二
（
軽
車
両
」
を
「
第
十
七
条
の
三
（
特



例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
第
百
八
条
の
三
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
関
し
行
わ
れ
た
次
に

掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

法
第
七
条
（
信
号
機
の
信
号
等
に
従
う
義
務
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

二

法
第
八
条
（
通
行
の
禁
止
等
）
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

三

法
第
九
条
（
歩
行
者
用
道
路
を
通
行
す
る
車
両
の
義
務
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

四

法
第
十
七
条
（
通
行
区
分
）
第
一
項
、
第
四
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

五

法
第
十
七
条
の
二
（
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
歩
道
通
行
）
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

六

法
第
十
七
条
の
三
（
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
の
路
側
帯
通
行
）
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

七

法
第
三
十
三
条
（
踏
切
の
通
過
）
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

八

法
第
三
十
六
条
（
交
差
点
に
お
け
る
他
の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

九

法
第
三
十
七
条
（
交
差
点
に
お
け
る
他
の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

十

法
第
三
十
七
条
の
二
（
環
状
交
差
点
に
お
け
る
他
の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為



十
一

法
第
四
十
三
条
（
指
定
場
所
に
お
け
る
一
時
停
止
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

十
二

法
第
六
十
二
条
（
整
備
不
良
車
両
の
運
転
の
禁
止
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

十
三

法
第
六
十
五
条
（
酒
気
帯
び
運
転
等
の
禁
止
）
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

十
四

法
第
六
十
八
条
（
共
同
危
険
行
為
等
の
禁
止
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

十
五

法
第
七
十
条
（
安
全
運
転
の
義
務
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

十
六

法
第
七
十
一
条
（
運
転
者
の
遵
守
事
項
）
第
五
号
の
五
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
（
別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

又
16

は

に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

23

十
七

法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
又
は
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
の
罪
に
当
た
る
行
為

第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
講
習
手
数
料
の
項
中
「
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
五
号
」
の
下
に
「
又
は
第
十
六
号
」
を
加
え

る
。別

表
第
二
中
「
第
三
十
九
条
の
二
の
二
」
の
下
に
「
、
第
四
十
一
条
の
三
」
を
加
え
、
同
表
の
一
の
表
中
「
交
差
点
右
左
折

方
法
違
反
」
を
「
自
動
車
等
交
差
点
右
左
折
方
法
違
反
」
に
改
め
、
別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

中
「
第
七
十
一
条
の
四
第
三

58

項
か
ら
第
六
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
四
第
四
項
か
ら
第
七
項
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
二
の

中
「
交
差
点
右
左
折
方
法

80



違
反
」
を
「
自
動
車
等
交
差
点
右
左
折
方
法
違
反
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
の
十
九
の
項
中
「
通
行
許
可
条
件
違
反
」
の
下
に
「
、
歩
道
徐
行
等
義
務
違
反
、
路
側
帯
進
行
方
法
違
反
」
を
加

え
、
同
表
の
備
考
の
二
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

22

25

21

24

20

23

19

「
歩
道
徐
行
等
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

20

「
路
側
帯
進
行
方
法
違
反
」
と
は
、
法
第
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

21

「
交
差
点
右
左
折
方
法
違
反
」
と
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な

22
行
為
を
い
う
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五

年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
優
良
運
転
者
及
び
違
反
運
転
者
の
区
分
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規



定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
交
通
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
の
運
転
に
関

し
道
路
交
通
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
違
反
行
為
又
は
令
別
表
第
四
若

し
く
は
別
表
第
五
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
者
に
対
す
る
道
路
交
通
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項

の
表
の
備
考
一
の
２
及
び
４
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
備
考
一
の
２
中
「
自
動
車
等
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車

等
又
は
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
八
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
」
と
、
同
表
の
備
考
一
の
４
中
「
自
動
車
等
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
等
若
し
く
は
道

路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
」
と
す

る
。

（
運
転
技
能
検
査
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
前
に
旧
法
第
三
条
に
規
定
す
る
大
型
自
動
車
、
中
型
自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
又
は
普
通
自
動
車
の
運
転
に

関
し
令
第
三
十
四
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
基
準
違
反
行
為
を
し
た
者
に
対
す
る
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「
大
型
自
動
車
、
中
型
自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
又
は
普
通
自
動
車
」
と
あ
る
の

は
、
「
大
型
自
動
車
、
中
型
自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
若
し
く
は
普
通
自
動
車
又
は
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律



（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
条
に
規
定
す
る
大
型
自
動
車
、
中
型
自
動
車
、
準

中
型
自
動
車
若
し
く
は
普
通
自
動
車
」
と
す
る
。

（
技
能
検
定
員
資
格
者
証
等
の
交
付
の
拒
否
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

施
行
日
前
に
し
た
行
為
を
理
由
と
す
る
法
第
九
十
九
条
の
二
第
四
項
の
技
能
検
定
員
資
格
者
証
及
び
法
第
九
十
九
条

の
三
第
四
項
の
教
習
指
導
員
資
格
者
証
の
交
付
の
拒
否
又
は
返
納
、
法
第
百
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
再
試
験
の
受
験

義
務
、
法
第
百
一
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
知
機
能
検
査
等
の
受
検
義
務
、
法
第
百
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
適

性
検
査
の
受
検
義
務
、
法
第
百
二
条
の
二
又
は
第
百
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
講
習
の
受
講
義
務
並
び
に
法
第
百
六
条
の
規

定
に
よ
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
か
ら
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
指
定
講
習
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

施
行
日
前
に
旧
法
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ

せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
又
は
旧
法
に
規

定
す
る
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
法
第
百
八
条
の
四
第
三
項
第
三
号
及
び
令
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
法
第
百
八
条
の
四
第
三
項
第
三
号
中
「
自
動
車
等
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
等
又
は
道
路
交
通
法
の
一
部
を



改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動

車
等
」
と
、
令
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ハ
中
「
自
動
車
等
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
等
又
は
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動

車
等
」
と
す
る
。

（
点
数
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

施
行
日
前
に
し
た
違
反
行
為
に
付
す
る
点
数
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
第
二
十
六
条
の
六
第
一
号
の
項
中
「
第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
百
十
八
条
第
一
項
第
五
号
」
に

改
め
る
。



理

由

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
に
対
し
て
表
示
す
る
信
号
の

意
味
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
運
転
者
講
習
の
受
講
命
令
に
係
る
危
険
行
為
、
当
該
講
習
に
係
る
手
数
料
の
標
準
を
定
め

る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


